
第３７３回宮城県議会議案に対する意見について

第３７３回宮城県議会（令和２年６月定例会）に提案される下記議案につ

いて，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第２９条の規定により知事から意見を求められたので，教育長に対する

事務の委任等に関する規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第１２号）第

３条第１項の規定により，令和２年５月２５日専決処分し，異議のない旨回

答した。よって，同条第２項の規定により報告する。

記

１ 予算議案

令和２年度宮城県一般会計補正予算

２ 予算外議案

（１）県立学校条例の一部を改正する条例

（２）財産の取得について（情報通信機器(タブレット端末等)一式）

（３）工事請負契約の締結について（海洋総合実習船建造工事）

令和２年６月９日提出

宮城県教育委員会教育長 伊 東 昭 代

専決処分報告（１）
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１ 補正予算の概要

２ 事業の概要

合 計 908,000

諸収入

0

【参考】 単位：千円

財源
内訳

国庫支出金 一般財源 合計

908,000 0 908,000

第３７３回宮城県議会（定例会）提出予算議案の概要
～令和２年度６月補正予算（教育庁関係分）～

単位：千円

単位：千円

令和元年度 令和２年度

6,480,540

計[B+C]=[D] [D/A]

小 計 908,000

比較

当初現計予算額[A]

財 源

163,832,318 169,404,858 908,000 170,312,858

事 業 概 要 等

104.0%

区分 補 正 額

[D-A]現計予算額[B] ６月補正額[C]

特
認

ICT教育環境整備促進事業【高校教育課】

908,000

国庫 908,000

■生徒用タブレット端末機器整備の拡充のほか，Wi-Fi環境が整っ
ていない県立高校生のいる家庭に貸与するためのモバイルルータ
の購入に要する経費の補正。
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第３７３回宮城県議会（定例会）提出予算外議案の概要（教育庁分）

○条例議案

議第 121 号議案 県立学校条例の一部を改正する条例

東日本大震災により被害を受けた者に係る入学者選抜手数料

の免除の期間を延長するため，所要の改正を行おうとするもの

施行 公布の日

所管 高校教育課

○主な内容

東日本大震災により被害を受けた者に係る入学者選抜手数料の

免除の期間を令和２年度まで延長

○条例外議案

議第 125 号議案 財産の取得について（情報通信機器(タブレット端末等)一式）

県立学校において使用する情報通信機器（タブレット端末等）

一式を取得することについて，地方自治法の定めるところに

より，議会の議決を受けようとするもの

所管 教育企画室

○取得しようとする財産 情報通信機器（タブレット端末等）一式

○取 得 金 額 285,961,500 円

○取 得 の 相 手 方 株式会社日立システムズ

議第 127 号議案 工事請負契約の締結について（海洋総合実習船建造工事）

請 負 金 額 2,288,000,000円

あ 契約の相手方 株式会社みらい造船

所管 高校教育課

○工事内容 総トン数 699トン，長さ 64.90m，幅 10.10m

○工 期 議決の日の翌日 ～ 令和４年３月１８日
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